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Ⅰ 調査の概要 

 

調査の目的及び沿革 

 国勢調査は、国内の人口・世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得

ることを目的としている。 

調査は第１回調査の大正９年以来５年ごとに行われ、令和２年国勢調査はその２１回

目に当たり、実施１００年目の節目となる調査となった。 

 国勢調査は、大正９年を初めとする１０年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調

査とに大別され、今回の令和２年国勢調査は大規模調査に当たる。 

  

 

調査の時期 

 令和２年国勢調査は、令和２年１０月１日午前零時現在によって行われた。 

 

 

調査の法的根拠 

 令和２年国勢調査は、統計法（平成１９年法律第５３号）第５条第２項の規定及び次

の政令、総務省令に基づいて行われた。 

・国勢調査令（昭和５５年政令第９８号） 

・国勢調査施行規則（昭和５５年総理府令第２１号） 

・国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令（昭和５９年総理府令第２４号） 

 

 

調査の地域 

 令和２年国勢調査は、我が国の地域のうち、国勢調査施行規則第１条に規定する次の

島を除く地域において行われた。 

   （１）歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 

 （２）島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島 

 

 

調査の対象 

 令和２年国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行われた。

ここで「常住している者」とは、当該住居に３か月以上にわたって住んでいるか、又は

住むことになっている者をいい、３か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことに

なっている住居のない者は、調査時現在いた場所に「常住している者」とみなした。 
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ただし、次の者については、それぞれ次に述べる場所に「常住している者」とみなし

てその場所で調査した。 

１．学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、同法第１２４条

に規定する専修学校又は同法第１３４条第１項に規定する各種学校又は就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園に在学している

者で、通学のために寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している

者は、その宿泊している施設 

２．病院又は療養所に引き続き３か月以上入院し、又は入所している者は、その病院

又は療養所、それ以外の者は３か月以上入院の見込みの有無に関わらず自宅 

３．船舶（自衛隊の使用する船舶を除く。）に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠

を有する者は、その生活の本拠、陸上に生活の本拠のない者はその船舶 

４．自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は、その営舎又は当該船舶

が籍を置く地方総監部（基地隊に配属されている船舶については、その基地隊本

部）の所在する場所 

５．刑務所、少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち、死刑の確定した者及

び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は、その刑務所、少年刑務所、拘

置所、少年院又は婦人補導院 

 本邦内に常住している者は、外国人を含めてすべて調査の対象としたが、次の者は調

査から除外した。 

（１）外国政府の外交使節団・領事機関の構成員（随員を含む。）及びその家族 

（２）外国軍隊の軍人・軍属及びその家族 

 

 

調査の事項 

 令和２年国勢調査では、男女の別、出生の年月など世帯員に関する事項を１５項目、

世帯の種類、世帯員の数など世帯に関する事項を４項目、計１９項目について調査した。 

 

世帯員に関する事項 

（１）氏名 

（２）男女の別 

（３）出生の年月 

（４）世帯主との続柄 

（５）配偶の関係 

（６）国籍 

（７）現在の住居における居住期間 

（８）５年前の住居の所在地 
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（９）在学、卒業等教育の状況 

（10）就業状態 

（11）所属の事業所の名称及び事業の種類 

（12）仕事の種類（職業） 

（13）従業上の地位 

（14）従業地又は通学地 

（15）従業地又は通学地までの利用交通手段 

 

世帯に関する事項 

（１）世帯の種類 

（２）世帯員の数 

（３）住居の種類 

（４）住宅の建て方 

 

 

調査の方法 

 令和２年国勢調査は、総務省統計局－都道府県－市町村－国勢調査指導員－国勢調査

員の流れにより行った。 

調査の実施に先立ち、令和元年１０月１日現在で、令和２年国勢調査調査区を設定し

た。調査区は、原則として１調査区におおむね５０世帯が含まれるように構成されてい

る。 

調査は、調査員が世帯を訪問し調査票等を配布し、世帯はインターネット、郵送、調

査員等への提出のいずれかの方法を選択し回答を行った。 

ただし、世帯員の不在等の事由により、前述の方式による調査ができなかった世帯に

ついては、調査員等が、当該世帯について「氏名」、「男女の別」及び「世帯員の数」

の３項目を、その近隣の者に質問することにより調査した。 


